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2019 年 10 月前半号

龍ケ崎市民憲章
1. 互いに信じ、助けあい、あたたかい心の輪をひ

ろげましょう
1. 知性と教養を深め、人間性あふれる文化をそだ

てましょう
1. からだをきたえ、仕事にはげみ、思いやりのある明

るい家庭をきずきましょう
1. 自然を愛し、清潔で、水と緑の美しいまちをつ

くりましょう
1. 心をあわせ、未来に生きる若い力をのばしま

しょう

◦市の花：ききょう
◦市の鳥：白鳥
◦市の木：松
◦市制施行日：昭和 29 年

３月 20 日

02　遊びに行こう！スポーツ・レクリ
エーションまつり 2019

04　令和２年度保育所（園）・認定こども園の受
け付け開始

06　龍ケ崎市の人事行政の運営状況について公
表します

08　お知らせ

14　イベント情報／図書館だより

15　たつのこマルシェ／まいりゅうを探せ！／
りゅうほークイズ

16　まちのできごと／休日当番医

　折込 政策情報誌「未来へ」あすへ

　セレモニーなどはたつのこアリーナ・メインアリーナで
行います！

9:00 ～ 9:15	 　開会セレモニー
9:15 ～ 9:35	 　流通経済大学チアリーディング部演技
9:35 ～ 9:55	 　NPO法人クラブ・ドラゴンズ新体操演技
9:55 ～ 10:15	 　ウルトラクイズ
12:30 ～ 13:00	　じゃんけん大会
　　　　　　　　（フィールドで実施）

10:15 ～ 15:00	　各スポーツ体験

□スナッグゴルフ
□トランポリン
□弓道
□ゲートボール
□グラウンドゴルフ

□ボッチャ
□めかくしランニング
□ストラックアウト
□チンロン

□剣道
□ダンススポーツ
□輪投げ
□それいけダーツ

□ 9:00 ～ 15:00 はプール無料開放！
□水泳タイム計測・指導
　プール利用の方は、水着・キャップ・ゴーグルなどを
お持ちください。

◦体育館履きをご持参ください　　◦雨天時は体験種目数が変更になります　　◦駐車場の混雑が予想されますので、乗り合わせやコミュニティバスなど公共交通機関のご利用にご協力ください
◦車で来場の際は、たつのこスタジアム・たつのこフィールド駐車場をご利用ください　　◦当日、種目が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください

■問い合わせ：スポーツ都市推進課スポーツ都市推進グループ☎ 60-1564
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10 月 20 日日

午前９時～午後３時

　スポーツテストやニュースポーツを
35 種目体験できます！
　10 種目以上の参加で参加賞・25 種
目以上の参加で特別賞をプレゼント！
　その他にも豪華景品が当たるウルト
ラクイズや、小学生以下対象のじゃん
けん大会も開催！　焼きそばやカレー
などの模擬店も出店します！
　ぜひご参加ください♪

□握力測定
□長座体前屈
□上体起こし
□閉眼片足立ち
□反復横跳び

□立ち幅跳び
□クイック腕立て伏せ
□サッカードリブル＆スラローム
□ 50ｍ走
□急歩

□インディアカ
□バスケットボール
□バウンドテニス
□バドミントン
□ソフトバレーボール

□ヘルシーボール
□卓球
□ボルダリング

□健幸マイレージ登録
□健康相談
□コナミ測定（体脂肪測定など）

□バッゴー
□スポーツウエルネス吹矢
□龍ケ崎発ニュースポーツ体験

龍ケ崎発ニュースポーツ考案中！

　考案中のニュースポーツを試して
みませんか？　プレーしてみた感想
をぜひ聞かせてください！　競技名
も募集中です！

◦体育館履きをご持参ください　　◦雨天時は体験種目数が変更になります　　◦駐車場の混雑が予想されますので、乗り合わせやコミュニティバスなど公共交通機関のご利用にご協力ください
◦車で来場の際は、たつのこスタジアム・たつのこフィールド駐車場をご利用ください　　◦当日、種目が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください

2019
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　令和２年４月１日からの保育所（園）・認定こども園（保育部分）の、申込書の配布と受け付けを開始します。
利用を希望する方は、必ず期間内に申し込みください。なお、第一希望が市内の認定こども園の場合は、希
望園へ申込書類を提出してください。

　■対象者
◦令和２年４月から新規に利用を希望する方	 	 ◦すでに入所申し込みをし、現在待機中の方
◦現在入所している方で、令和２年４月から利用する施設を変更したい方
※現在受け付けている令和元年度の書類は、最長で令和元年度末（令和２年３月入所）までの選考対象です。令和元年
度の申込書類で令和２年度の書類を兼ねることはできませんので、ご注意ください

　■申し込み要件
　保護者が次の「保育の必要な事由」のいずれかに該当する、保育所などでの集団生活が可能な児童。

　■申し込み方法
　10月 1日（火）から配布する申込書類に必要事項を添付し申し込み。申込書類はこども家庭課窓口で配布、
または市公式ホームページからダウンロード。就労証明書・診断書などの発行に時間がかかる場合もあるた
め、早めに申込書類を入手してください。
■申込受付期間

【１次募集】11 月１日（金）～ 15日（金）
【２次募集】11 月 18日（月）～令和 2年１月 31日（金）
　いずれも開庁日のみ受け付け。
■市外に住んでいる・市外の保育所などを希望する場合
◦市外に住民登録があり、市内の保育所などの利用を希望する方は、住民登録のある市区町村から申し込み
ください

◦市外の保育所などを希望する場合、各市区町村によって申込受付期間が異なります。利用希望保育所など
のある各市区町村担当窓口で確認し、締切日の 10日前までに龍ケ崎市こども家庭課に申込書類を提出し
てください

　■注意事項
◦申込書類配布・受付は、こども家庭課窓口で行います。出張所などでは取り扱いませんのでご注意ください
◦書類不備の場合は受理できません。必要書類を確認の上、余裕を持って早めに提出してください
◦５月以降の利用希望者は、利用希望月の前月 10日（閉庁日の場合は前開庁日）が申し込み期限です
◦保育所などの受け入れに余裕がない場合は利用保留となり、翌月以降も毎月選考の対象となります（令和
３年３月まで有効）

◦現在市内の保育所・認定こども園を利用中で来年度も継続して同じ施設の利用を希望する場合は、施設を
通じて書類を配付します。申込書類は施設に提出してください

　■手続きの流れ

①就労（フルタイムのほか、パートタイム・居宅内労働など
基本的に全ての就労を含む）

②妊娠、出産
③保護者の疾病、障がい
④同居または長期入院などをしている親族の常時介護・看護

□必要に応じて園を見学
□支給認定申請書兼保育

施設利用申込書・就
労証明書などの様式
を入手

□申込受付期間に、こども家庭課また
は市内認定こども園に支給認定申請
書兼保育施設利用申込書（必要な証
明書類などを添付）を提出

※認定こども園が第一希望の方は、希
望園へ申込書類を提出

□１次申し込みの方は１月中旬頃、２次申し
込みの方は２月中旬頃に結果を送付

□市発行の「保育の必要性」の認定証を交付
□利用が決定した場合、利用開始までに「医

療機関による健康診断」や「入園説明会参
加」など、所定の手続きをしてください

⑤災害復旧
⑥求職活動（起業準備を含む）
⑦就学（職業訓練校などでの職業訓練を含む）
⑧虐待・DVのおそれ

令和２年度保育所（園）・認定こども園の受け付け開始
■問い合わせ：こども家庭課保育グループ☎内線 271
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　■保育所（園）の見学会のお知らせ
　新年度の入所希望者を対象とした見学会などを行います。詳細は各園にお問い合わせください。

子育て支援コンシェルジュがお答えします
■問い合わせ：こども家庭課家庭子育て応援グループ☎内線 285

　■「保育園」と「認定こども園」の違いが分かりません。相談できる窓口はありますか？
　「保育園」は共働きなどで保育ができない保護者に代わり、保育を行う施設です。
　「認定こども園」は教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設で、幼稚園と保育園の両方の良さを
併せ持っています。3歳になると、2号認定（保育園）のお子さんも 1号認定（幼稚園）のお子さんと同じ
教育を受ける事ができます。
　保育園などについての相談は、子育て支援コンシェルジュをご利用ください。こども家庭課窓口以外にも、
さんさん館子育て支援センターと駅前こどもステーション子育て支援センターで行っています。さんさん館、
駅前こどもステーションでの出張相談日は Facebook でご確認ください。Ｅメールや電話での相談もお待
ちしています。
　子育てについての相談もぜひコンシェルジュへご相談ください！

■子育て支援コンシェルジュ Facebook
http://www.facebook.com/ryugasaki.kosodatesien/

■ E メールアドレス
kodomo@city.ryugasaki.ibaraki.jp

保育所（園）名など 電話番号 入所開始年齢
保育時間※

見学会など
平日 土曜日

公
立 八原保育所 ☎ 62-1663 ６カ月から 7:30～19:00 7:30～18:30 随時／電話で予約

私
立

ときわ保育園 ☎ 66-4748 産休明けから 7:00～20:00 7:00～18:30 11 月５日（火）10:00 ～ 11:00
／ 10月 31日（木）までに予約

ことり保育園 ☎ 66-3167 産休明けから 7:00～20:00 7:00～18:30 11 月６日（水）10:00 ～ 11:00
／ 10月 31日（木）までに予約

ながと夢保育園 ☎ 62-3309 産休明けから 7:00～20:00 7:00～18:00 随時／電話で予約

龍ケ崎つばめ保育園 ☎ 60-8355 ３カ月から 6:30～20:00 6:30～18:00 随時／電話で予約

しらはね保育園 ☎ 61-3319 産休明けから 7:00～20:00 7:00～18:00 随時／電話で予約

あすなろ保育園 ☎ 63-0193 産休明けから 7:00～20:00 7:00～18:00 随時／電話で予約

まつやま中央保育園 ☎ 62-5562 生後 40日から 7:00～19:30 7:00～18:30 10 月 29 日（火）10:00 から
／電話・メールで予約

なないろ保育園 ☎ 85-5011 ３カ月から 7:00～19:30 7:00～18:30 随時／電話で予約

まつやま大宮保育園 ☎ 85-5062 生後 40日から 7:00～19:30 7:00～18:30 10 月 18 日（金）10:00 から
／電話で予約

地
域
型

かるがも保育園
（３号認定児のみ） ☎ 63-5055 産休明けから 7:30～20:00 7:30～20:00 11 月１日（金）／電話で予約

ひなた・キッズ
（３号認定児のみ） ☎ 85-2944 ６カ月から 7:30～19:00 7:30～19:00 随時／電話で予約

リオン保育園龍ケ崎園
（３号認定児のみ） ☎ 75-4386 ６カ月から 7:00～19:00 7:00～19:00 11 月１日（金）から随時／電

話で予約

つむぎ保育龍ケ崎園
（３号認定児のみ） ☎ 84-1311 ６カ月から 7:00～19:00 7:00～19:00 随時／電話で予約

※保育時間は延長保育を含む最大の保育時間。保育短時間認定の方は、原則各園が定めた８時間の保育利用となります
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　人事行政の公平性と透明性を高めるため、市では職員の任免や給与・勤務条件などの状況を公表していま
す。市政運営に対して市民の皆さんに一層のご理解をいただくため、当市の人事行政状況をお知らせします。

　■職員数・職員の任免に関する状況
■職員数の状況
　平成31年４月１日現在の職員数は438人（市長・
副市長・教育長を除く）です。平成 30 年度の退
職者は26人、31年度の新規採用者などは22人（常
勤再任用職員９人・任期付職員２人を含む）です。

　■職員の人事評価の状況
■人事評価の実施状況（平成 30 年度）
　当市の人事評価制度は、①業績評価（目
標に対する達成度）、②意欲評価（規律性・
責任行動・協調性など）、③能力評価（専
門知識・政策形成能力・意思決定力など）
の３つにより構成されています。

　■職員の給与状況（平成 31 年４月１日現在）
■ラスパイレス指数の状況
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を
100 とした場合の、地方公務員の給与水準を表
したものです。平成 30年度の当市のラスパイレ
ス指数は 97.2 です。

■特別職の報酬等の状況
　給料月額は、臨時特例条例による減額後の額を記載しています。減額期間は平成 30年２月１日～令和４
年１月 17日です。
▶給料：市長＝ 834,000 円／副市長＝ 701,000 円／教育長＝ 657,000 円
▶報酬：議長＝ 469,000 円／副議長＝ 423,000 円／議員＝ 398,000 円
▶期末手当（平成 31 年度支給割合）：６月期＝ 1.65 月分／ 12月期＝ 1.65 月分／計＝ 3.30 月分

■職員の初任給などの状況
区分 龍ケ崎市 国

一般行政職
大学卒 187,200 円 180,700 円
高校卒 153,000 円 148,600 円

技能労務職 高校卒 150,700 円 -

▼経験年数・学歴別（一般行政職・大学卒）の
　職員の平均給料月額および国との比較

経験年数階層 龍ケ崎市 国
３年以上５年未満 206,071 円 210,767 円

10 年以上 15 年未満 279,176 円 292,934 円
25 年以上 30 年未満 387,342 円 399,270 円

■職員の平均年齢、平均給料月額
　および平均給与月額の状況

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 44.2 歳 331,700 円 418,434 円
技能労務職 51.0 歳 329,000 円 379,125 円
※「平均給与月額」は、給料・扶養手当・地域手当・住

居手当・時間外勤務手当などを合計したものの平均

■一般行政職の等級別職員数の状況
　（平成 31 年４月１日現在）

■採用試験の状況（平成 30 年度）

龍ケ崎市の人事行政の運営状況について公表します
■問い合わせ：人事課給与・福利グループ☎内線 344

区分 平成 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年
一般行政職 387 人 391 人 400 人 403 人 403 人
技能労務職 48 人 43人 40人 39人 35人

合計 435 人 434 人 440 人 442 人 438 人
※一般行政職は、税務職や福祉・保健職なども含む／再任用

短時間勤務職員、臨時・非常勤職員の数は含まれません

※一般行政職・大学卒職員の平均給料月額のうち、経験年数を
一部抜粋したもの／国の情報は人事院ＨＰから抜粋

職種 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数
一般事務 4 人 55人 48人 5人

一般事務（身体障がい者） 1 人 0人 0人 0人
一般事務（特別選抜） 1 人 5人 5人 2人

保健師 1 人 1人 0人 0人
管理栄養士 1 人 2人 2人 1人

土木 1 人 1人 1人 0人
建築 1 人 3人 2人 1人

▼二次募集
保健師 1 人 1人 0人 0人
土木 1 人 1人 1人 0人

職務の級 主な職名 人数
１級 主事 46人
２級 副主幹 34人
３級 主幹 44人
４級 係長 143人
５級 課長補佐 83人
６級 課長 44人
７級 部長 9人

区分 Ｓ
特に優秀

Ａ
優秀

Ｂ
良好

Ｃ
良好でない

Ｄ
特に良好で

ない
計

職員数 0 人 59人 364 人 3人 0人 426 人
構成比 0％ 13.9％ 85.4％ 0.7％ 0％ 100％
※人事評価の結果は、昇給や勤勉手当に反映させています／療養休暇
などで評価対象外の職員もいるため、職員数は一致しません
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　■職員の勤務時間その他の勤務条件
■勤務時間（標準的なもの）
▶１週間の勤務時間：38時間 45分
▶勤務時間：午前８時 30分～午後５時 15分
▶休憩時間：正午～午後１時

　■休業に関する状況
■育児休業の取得者数
　平成 30 年度の育児休
業取得者数は７人（男性
３人・女性４人）でした。
なお、平成 27 年度から
男性も 100％取得してい
ます（平成 30 年度は取
得見込み）。

　■分限処分・懲戒処分の状況
■分限処分
　分限処分とは、職員が一定の理由によりその職責
を十分に果たすことが期待できない場合に、本人の
意に反して不利益な身分上の変動をもたらす処分を
いいます。平成 30年度は心身の故障により６人を
休職処分（職を保有させたまま一定の期間職務に従
事させない処分）としました。

　■服務の状況
■年次有給休暇の取得状況
　平成 30年度の年次有給休暇の平均取得日数は、10.0 日です。（勤務条件調査より）

　■職員の福祉・利益の保護の状況
■公務災害の補償制度
　職員が公務上・通勤途上に災害にあった場合、地方公務員災害補償法に基づいて補償されます。平成 30
年度の公務災害認定件数は、９件でした。

　■苦情処理、措置要求・審査請求の状況
　職員は規則に基づき、公平委員会に①勤務条件などの人事管理に関する苦情の申し出や相談／②勤務条件
に関して当局が適切な措置を講じるよう要求／③当局が行った懲戒などの不利益な処分に関する審査請求を
することができます。平成 30年度にこれらの申し出などはありませんでした。

　その他、詳細は市公式ホームページ内検索バーから「人事行政」で検索し、「龍ケ崎市の人事行政の運営
等の状況について」をご覧ください。

　■退職管理の状況
　地方公務員法の規定に基づき、市の職員として働いていた者が離職後に営利企業などに再就職した場合、
現職職員への契約事務などの要求や依頼をすること（働きかけ）が禁止されています。当市でも、「職員の
退職管理に関する条例」を制定し、平成 28年度から届出による管理を行っています。
　管理職として在籍していた平成 30年度退職者のうち、４人から再就職の届出がありました。

　■研修の状況
　平成 30年度には、階層別研修・専門研修・特別研修などを行い、延べ 897人が受講しました。
▶階層別研修：新任職員研修、現任係長～課長研修、新任係長～部長研修など／ 125人が受講
▶専門研修：ビジネスマナー研修、市町村アカデミー研修など／ 74人が受講
▶特別研修：人事評価制度研修、リーダーシップ・マネジメント研修、自衛隊隊内生活体験研修など／ 698

人が受講

■懲戒処分
　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道
義的責任を問うことにより、公務における規律と秩
序を維持することを目的として科す処分をいいま
す。平成 30年度は、庁内情報システムへの不正ア
クセスにより１人を停職１月懲戒処分、児童買春の
容疑により１人を停職１年懲戒処分としました。

■主な休暇・休業制度
▶有給の休暇など：年次有給休暇、特別休暇（忌引・看
護休暇など）、療養休暇など

▶無給の休暇など：育児休業、介護休暇、部分休業など

平成 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年
子どもの生まれた職員数 6 人 8人 5人 8人 4人

育児休業取得者数 5（2）人 8（2）人 5（1）人 8（4）人 3人
育児休業取得率 83.3％ 100％ 100％ 100％ 75.0％

平成 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年
出産した職員数 6 人 2人 3人 3人 4人

育児休業取得者数 6 人 2人 3人 3人 4人
育児休業取得率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

男
性
職
員

女
性
職
員

育児休業取得者数の（　）は翌年度に取得した人数
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市
民
窓
口
課
か
ら
の
お

知
ら
せ

　

10
月
19
日
（
土
）
は
市
庁
舎

電
気
設
備
点
検
の
た
め
、各
サ
ー

ビ
ス
な
ど
が
停
止
・
休
業
し
ま

す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
停
止
し
ま
す

　

全
国
の
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・

ロ
ー
ソ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
・
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
・
イ
オ
ン
な

ど
の
各
店
舗
で
の
証
明
書
交
付

（
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録
証

明
書
・
課
税
所
得
証
明
書
・
非

課
税
証
明
書
）
が
停
止
し
ま
す
。

10
月
19
日
（
土
）
午
後
１
時

～
６
時　

問
市
民
窓
口
課
☎
内

線
２
０
１

●
市
民
窓
口
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が

休
業
し
ま
す

10
月
19
日
（
土
）
終
日　

問

市
民
窓
口
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
☎
66

‐
０
６
５
０

中
央
図
書
館
の
貸
出
冊

数
増
冊
の
お
知
ら
せ

　

11
月
28
日
～
翌
１
月
３
日
の

臨
時
休
館
に
伴
い
、
図
書
館
・

各
コ
図
書
室
の
貸
出
冊
数
を
増

冊
し
ま
す
。 

貸
出
増
冊
期
間
：
11
月
２
日（
土
）

～
27
日
（
水
）　

冊
数
：
１
人
20

冊
ま
で　

返
却
日
：
令
和
２
年

１
月
13
日
（
月
）
ま
で　

問
中

央
図
書
館
☎
64
‐
２
２
０
２

10
月
は
土
地
月
間

土
地
取
引
の
後
に
は
届
出
を
！

　

10
月
は
土
地
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
普
及
啓
発
活
動
を
行
う

「
土
地
月
間
」
で
す
。
一
定
面
積

以
上
の
土
地
取
引
を
行
っ
た
場

合
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ

き
、
権
利
取
得
者
は
契
約
締
結

日
か
ら
２
週
間
以
内
に
都
市
計

画
課
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
制
度
の
詳
細
は
市
公
式

Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課
☎
内
線
４
６
５

国
民
年
金
基
金
の
ご
案
内

　

国
民
年
金
基
金
は
、
自
営
業
・

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
の
方
が
安

心
し
て
老
後
を
過
ご
せ
る
よ
う

に
、
国
民
年
金
に
上
乗
せ
す
る

公
的
な
年
金
制
度
で
す
。
生
涯

に
わ
た
っ
て
受
け
取
れ
る
終
身

年
金
が
基
本
で
す
。
ま
た
、
掛

け
金
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
で
、
所
得
税
や
住
民
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

20
歳
～
60
歳
未
満
の
国
民

年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
／
60

歳
～
65
歳
未
満
の
方
／
海
外
に

居
住
し
て
い
る
国
民
年
金
の
任

意
加
入
者　

問
全
国
国
民
年
金

基
金
茨
城
支
部

０
１
２
０
‐

65
‐
４
１
９
２
／
☎
０
２
９
‐

２
２
５
‐
４
７
９
７

就
職
・
転
職
フ
ェ
ア
in

龍
ケ
崎

　

予
約
不
要
、
入
退
場
・
服
装

自
由
。
参
加
企
業
な
ど
詳
細
は

Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

10
月
24
日
（
木
）
正
午
～
午

後
４
時　

文
化
会
館
・
小
ホ
ー

ル　

問
㈱
セ
キ
シ
ョ
ウ
キ
ャ

リ
ア
プ
ラ
ス

０
１
２
０
‐

４
５
０
‐
９
１
５
／
商
工
観
光

課
☎
内
線
４
０
５

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
主
催

プ
ラ
ザ
DE
ハ
ロ
ウ
ィ
ン

パ
ー
テ
ィ
ー

　

10
月
27
日
（
日
）
午
前
10
時

～
午
後
３
時
開
催
！　

予
約
不

要
。
仮
装
し
て
プ
ラ
ザ
に
遊
び

に
来
て
ね
♪

●
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時
実
施
。

各
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
材
料

が
無
く
な
り
次
第
受
付
終
了
。

▅

A
-ZO

O

さ
ん
の
カ
ズ
ー
（
ア

フ
リ
カ
の
笛
）
を
作
ろ
う
！

講
師
：
田
川
あ
ず
さ
さ
ん　

３
０
０
円

▅
な
る
ち
ゃ
ん
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン

キ
ャ
ン
ド
ル
を
作
ろ
う
！

講
師
：
す
え
い
し
ま
ゆ
み
さ
ん

６
０
０
円

▅
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
缶
バ
ッ
ジ
を
作

ろ
う
！

講
師
：
こ
ふ
ぐ
の
缶
バ
ッ
ジ
屋
・

小
沢
健
二
さ
ん　

①
絵
を

描
い
た
り
、
シ
ー
ル
で
制
作
＝

２
０
０
円
／
②
ス
マ
ホ
の
写
真

で
制
作
＝
３
０
０
円

●m
isapy

の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ

ン
♪
弾
き
語
り

　

リ
ク
エ
ス
ト
や
即
興
演
奏
で

会
場
を
盛
り
上
げ
ま
す
。

時
間
：
午
前
10
時
～
午
後
２
時

講
師
：m

isapy

●
親
子
で
楽
し
く
か
ん
た
ん
英
語

時
間
：
午
後
２
時
15
分
～
３
時

講
師
：
プ
レ
ク
リ
ル
主
宰
・
中

村
佳
子
さ
ん
他　

プ
ロ
グ
ラ
ム
：

①
フ
ォ
ニ
ッ
ク
ス
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
／
②
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
収
穫
祭
～

H
ere you are

～（
英
語
の
ゲ
ー

ム
）
／
③
絵
本
読
み
聞
か
せ

＝

・
問
市
民
交
流
プ
ラ

ザ
☎
64
‐
０
０
３
６
（
水
曜
休

館
）

れ
き
み
ん
シ
ア
タ
ー

　

ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。予
約
不
要
・
無
料
。

・
内
容
：
10
月
12
日
（
土
）「
蛙

の
恩
返
し
・
養
老
の
滝
・
さ
だ

六
と
シ
ロ
・
雪
女
」
／
19
日
（
土
）

「
分
福
茶
釜
・
猫
檀
家
・
う
ば
す

て
山
・
羅
生
門
の
鬼
」
／
い
ず

れ
も
午
前
11
時
～
正
午　

30

人　

・
問
歴
史
民
俗
資
料
館

☎
64
‐
６
２
２
７

龍
ケ
崎
市
合
同
金
婚
式

参
加
者
募
集
！

　

結
婚
50
周
年
の
節
目
の
年
を
迎

え
ら
れ
る
ご
夫
婦
を
お
祝
い
し
ま

す
。無
料
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
２
月
２
日
（
日
）
午

前
11
時
～
午
後
１
時
15
分　

ア
ル
シ
ェ
（
松
ケ
丘
）　

・

昭
和
44
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
に
婚
姻
（
入
籍
）
し
た
市

内
在
住
の
ご
夫
婦
・
30
組
／
応
募

者
多
数
の
場
合
は
抽
選　

内
容
：

式
典
・
会
食
（
写
真
ス
ラ
イ
ド

シ
ョ
ー
・
手
紙
の
交
換
）・
記
念

写
真
撮
影　

11
月
10
日（
日
）

ま
で
に
市
役
所
介
護
福
祉
課
、
東

部
・
西
部
出
張
所
、
市
民
窓
口
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
、各
コ
に
設
置
の「
参

加
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
明
記
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し
、
介
護
福
祉
課
窓
口
に
持
参
・

郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
で

申
し
込
み　

問
介
護
福
祉
課
☎
内

線
２
７
６

茨
城
の
野
菜
た
っ
ぷ
り
！

食
生
活
改
善
推
進
員
に

よ
る
料
理
教
室

　

茨
城
県
内
の
旬
の
野
菜
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
用
し
ま
す
。

・

・

10
月
29
日
（
火
）

保
健
セ
ン
タ
ー
・
12
人
／
30
日

（
水
）
城
ノ
内
コ
・
９
人
／
11
月

７
日
（
木
）
大
宮
コ
・
９
人
／

８
日
（
金
）
北
文
間
コ
・
９
人

／
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後

１
時　

市
内
在
住
の
方　

２
５
０
円　

メ
ニ
ュ
ー
：
刻
み

レ
ン
コ
ン
の
棒
餃
子
、
小
松
菜

と
に
ん
じ
ん
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
味

噌
和
え
、
茄
子
と
か
ぼ
ち
ゃ
の

サ
ラ
ダ　

エ
プ
ロ
ン
・
三
角

巾
・
筆
記
用
具　

10
月
10

日
（
木
）
か
ら
電
話
か
窓
口
で

申
し
込
み　

・
問
保
健
セ
ン

タ
ー
☎
64
‐
１
０
３
９

が
ん
予
防
推
進
員
養
成

講
習
会

　
「
が
ん
予
防
推
進
員
」
は
、
が

ん
予
防
に
有
効
な
知
識
や
検
診

の
重
要
性
な
ど
の
普
及
啓
発
を

行
っ
て
い
ま
す
。
が
ん
に
関
す

る
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
て

「
が
ん
予
防
推
進
員
」
と
し
て
活

動
し
ま
せ
ん
か
。
無
料
。

12
月
12
日
（
木
）
午
前
11
時

～
午
後
２
時
30
分　

イ
ー
ア

ス
つ
く
ば
２
階
・
イ
ー
ア
ス
ホ
ー

ル　

10
人
程
度　

11
月

６
日
（
水
）
ま
で
に
電
話
か
窓

口
で
申
し
込
み
。
後
日
、
詳
細

を
お
知
ら
せ　

・
問
保
健
セ

ン
タ
ー
☎
64
‐
１
０
３
９

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

●
脳
力
ア
ッ
プ
運
動
講
座

　

認
知
機
能
の
低
下
を
予
防
す

る
た
め
に
、
楽
し
く
体
を
動
か

し
な
が
ら
、「
頭
と
体
」
に
適
度

な
刺
激
を
与
え
る
専
門
家
に
よ

る
運
動
教
室
で
す
。
無
料
。

11
月
21
日
～
令
和
２
年
２
月

13
日
の
毎
週
（
木
）
午
前
10
時

～
11
時
30
分
／
全
12
回
（
１
月

２
日
を
除
く
）　

市
民
交
流
プ

ラ
ザ　

・

市
内
在
住
の
65

歳
以
上
の
方
・
20
人
／
申
し
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選　

10
月
15
日
（
火
）
～
25
日
（
金
）

に
電
話
か
窓
口
で
申
し
込
み

●
龍
ケ
崎
市
生
活
支
援
サ
ポ
ー

タ
ー
（
か
じ
サ
ポ
）
養
成
研
修

　

高
齢
者
の
日
常
生
活
の
支
援

に
必
要
な
基
礎
知
識
を
学
び
ま

す
。
研
修
後
に
認
定
証
を
交
付

さ
れ
た
方
は
、
市
内
の
指
定
訪

問
介
護
事
業
所
で
仕
事
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
無
料
。

11
月
21
日
（
木
）・
22
日
（
金
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時　

地

域
福
祉
会
館
・
大
会
議
室　

講

師
：
流
通
経
済
大
学
・
村
田
典

子
教
授
ほ
か　

市
内
在
住
の

18
歳
以
上
で
、
両
日
参
加
で
き

る
方　

20
人　

筆
記
用
具
・

昼
食
・
飲
み
物
・
認
定
証
用
の

証
明
写
真
（
３
㎝
×
２
・
４
㎝
）

11
月
11
日
（
月
）
ま
で
に

電
話
か
窓
口
で
申
し
込
み

●
上
手
な
年
の
重
ね
方
講
座（
権

利
擁
護
編
）

　

人
生
を
重
ね
て
い
く
上
で
必

要
と
さ
れ
る
、
権
利
擁
護
の
知

識
に
つ
い
て
。

・
内
容
：
①
11
月
26
日（
火
）「
認

知
症
を
知
ろ
う
」
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
竜
ケ
崎
・
大
友
啓

二
朗
氏
／
②
12
月
６
日（
金
）「
消

費
者
被
害
か
ら
身
を
守
ろ
う
」

市
消
費
者
生
活
セ
ン
タ
ー
相
談

員
／
③
12
月
20
日
（
金
）「
成
年

後
見
制
度
・
相
続
・
遺
言
」
有

川
法
律
事
務
所
・
有
川
保
氏
／

全
３
回
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30

分
～
３
時
※
１
回
の
み
の
参
加

可　

市
役
所
附
属
棟
・
１
階

第
１
会
議
室　

・

市
内
在

住
の
方
・
30
人　

電
話
か

窓
口
で
申
し
込
み

＝

・
問
健
幸
長
寿
課
☎

内
線
１
８
２

こ
と
ば
が
育
つ
道
す
じ

　

言
語
聴
覚
士
・
岩
﨑
早
希
氏

に
よ
る
子
ど
も
と
の
お
し
ゃ
べ

り
を
楽
し
む
た
め
に
、
子
ど
も

と
関
わ
る
人
が
「
今
で
き
る
こ

と
」
に
つ
い
て
の
講
演
。
無
料
。

11
月
14
日
（
木
）
午
後
１
時

30
分
～
３
時　

保
健
セ
ン

タ
ー　

先
着
50
人　

11

月
13
日
（
水
）
ま
で
に
電
話
で

申
し
込
み　

・
問
障
が
い
児

通
所
支
援
事
業
所
つ
ぼ
み
園
☎

62
‐
１
７
７
５

令
和
元
年
度
教
育
の
日
推
進
事
業

家
族
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
募
集

　

普
段
な
か
な
か
言
え
な
い
家

族
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を「
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
と
し
て
、
伝
え
て
み

ま
せ
ん
か
。
今
年
度
は
市
内
園

児
・
児
童
・
生
徒
の
ほ
か
、
一

般
の
方
（
高
校
生
以
上
）
か
ら

も
募
集
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募

く
だ
さ
い
。

10
月
28
日
（
月
）
ま
で
に

窓
口
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
み
。

申
込
用
紙
は
市
公
式
Ｈ
Ｐ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド　

応
募
さ

れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
市
公
式

対 持 注定 申込 共通

　子ども・子育て支援の推進に関することについて審議。
任期　２年間（11 月 30 日～令和３年 11 月 29 日）

　平日の会議に出席できる満 18 歳以上の方で、次の
いずれかに該当する方

　①市内に住所を有する個人
　②市内に通勤・通学する個人
　③市内に事業所を有し事業活動を行う個人
　④市内で公益活動を行う個人

　２人以内
報酬　会議出席１回につき日額 4,400 円
申込　住所 ･ 氏名・電話番号・性別・生年月日・職業・志

望動機・お子さんがいる場合はその年齢を明記し、10
月 31 日（木・消印有効）までに封書（用紙は自由）か
Ｅメールで申し込み。応募多数の場合は、現在子育て中
の保護者の方を優先に、志望動機などを参考に選出
　市の要綱により、委員として兼務できる附属機関の
数は３つ以内です

問　こども家庭課☎内線 273
　　E kodomo@city.ryugasaki.ibaraki.jp 
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し
ら
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Ｐ
や
市
役
所
１
階
で
公
開　

・
問
教
育
セ
ン
タ
ー
☎
62
‐

９
１
９
２
Ekyouiku-s@

city.
ryugasaki.ibaraki.jp

文
化
・
生
涯
学
習
課
の

各
講
座

●
女
化
（
お
な
ば
け
）
ま
ち
歩
き

　

女
化
神
社
周
辺
の
史
跡
な
ど

を
歩
い
て
巡
り
ま
す
。

10
月
24
日
（
木
）
午
前
８
時

30
分
～
午
後
１
時
／
市
役
所
玄

関
前
集
合
・
解
散
※
雨
天
の
場

合
は
、
全
行
程
バ
ス
で
実
施　

行
程
：
女
化
神
社
（
市
民
遺
産

「
親
子
狐
の
石
像
」
／
市
バ
ス
で

移
動
）
→
女
化
神
社
奥
の
院
（
牛

久
市
）
→
国
登
録
有
形
文
化
財

「
旧
岡
田
小
学
校
女
化
分
校
校

舎
」（
牛
久
市
）
→
旧
竹
内
農
場

赤
レ
ン
ガ
西
洋
館
→
澤
田
茶
園

（
牛
久
市
）
→
明
治
天
皇
駐
蹕
之

地
石
碑
（
牛
久
市
）
→
昼
食
（
歴

史
民
俗
資
料
館
／
市
バ
ス
で
移

動
）　

先
着
20
人　

４
０
０

円
（
昼
食
代
・
保
険
代
）　

10
月
10
日
（
木
）
午
前
９
時
か

ら
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

電
話
で
申
し
込
み

●
シ
ニ
ア
向
け
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
講
座

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て

み
た
い
・
使
い
方
が
よ
く
分
か

ら
な
い
と
い
う
シ
ニ
ア
を
対
象

に
、機
能
な
ど
を
知
る
講
座
（
初

心
者
コ
ー
ス
・
初
級
コ
ー
ス
）

を
開
催
し
ま
す
。
ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ

ｉ
ｄ
端
末
を
使
用
。
無
料
。
個

別
の
操
作
に
お
答
え
す
る
講
習

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

11
月
７
日
（
木
）
午
前
10
時

～
午
後
０
時
30
分　

八
原
コ

・

50
歳
以
上
の
方
・
先
着

30
人　

10
月
11
日
（
金
）

午
前
９
時
か
ら
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
携
帯
電
話
所
有
の

有
無
・
機
種
名
を
電
話
で
申
し

込
み　

協
力
：
㈱
ア
ド
バ
ン
ス

●
ま
だ
ま
だ
働
け
る
！
50
歳
以
上
の

方
と
シ
ニ
ア
の
た
め
の
就
職
セ
ミ
ナ
ー

　

茨
城
県
の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
が
、
現
在
の
労
働
環
境
・

シ
ニ
ア
が
働
け
る
具
体
的
な
職

種
・
求
人
票
の
見
方
・
応
募
書
類

の
書
き
方
な
ど
就
活
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
提
供
し
ま
す
。
セ
ミ
ナ
ー
の
修

了
証
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
職

活
動
実
績
に
な
り
ま
す
。
無
料
。

11
月
８
日
（
金
）
午
後
１
時

～
３
時
予
定　

市
役
所
附
属

棟
・
２
階
第
１
会
議
室　

・

50
歳
以
上
の
方
・
先
着
20
人

10
月
11
日
（
金
）
午
前
８

時
30
分
か
ら
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
・
年
齢
を
窓
口
か
電
話

で
申
し
込
み

＝

・
問
文
化
・
生
涯
学

習
課
☎
内
線
２
２
８

中
央
図
書
館

●
古
本
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

市
読
書
会
連
合
会
で
は
、
10

月
20
日
（
日
）
の
「
ふ
れ
愛
広

場
」
で
古
本
市
を
開
催
し
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

10
月
18
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
／
10

月
15
日（
火
）休
館　

受
付
場
所
：

中
央
図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー

●
ぬ
い
ぐ
る
み
の
お
と
ま
り
会

　

ぬ
い
ぐ
る
み
と
一
緒
に
お
は

な
し
会
に
参
加
し
て
、
ぬ
い
ぐ

る
み
を
図
書
館
に
お
泊
り
さ
せ

ま
す
。
お
迎
え
の
時
に
は
、
ぬ

い
ぐ
る
み
の
夜
の
様
子
を
絵
本

に
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
希
望
者

に
は
、
ぬ
い
ぐ
る
み
た
ち
が
選

ん
だ
お
薦
め
本
の
パ
ッ
ク
を
貸

し
出
し
ま
す
。
お
迎
え
に
は
ま

い
り
ゅ
う
も
参
加
。
無
料
。

11
月
２
日
（
土
）
午
後
２

時
＝
お
は
な
し
会
・
ぬ
い
ぐ
る

み
預
か
り
／
９
日
（
土
）
午
後

２
時
＝
ぬ
い
ぐ
る
み
の
お
迎

え　

中
央
図
書
館
２
階
和

室
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー　

市
内

在
住
の
３
歳
～
小
学
４
年
生
／

２
０
１
７
・
２
０
１
８
年
度
、
今

年
度
（
７
月
）
に
参
加
し
た
方

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い　

先
着

５
人　

10
月
19
日
（
土
）

か
ら
申
込
書
に
必
要
事
項
を
明

記
し
、
窓
口
で
申
し
込
み

＝
問
中
央
図
書
館
☎
64
‐

２
２
０
２

龍
・
流
連
携
事
業

●
流
通
経
済
大
学
ラ
グ
ビ
ー
部

応
援
ツ
ア
ー

　

対
戦
相
手
は「
大
東
文
化
大
学
」

で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

11
月
９
日
（
土
）
午
前
８
時

30
分
市
役
所
出
発
・
11
時
30
分
試

合
開
始　

秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー

場
（
東
京
都
港
区
）　

市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方　

先

着
40
人　

５
０
０
円　

10
月
11
日
（
金
）

～
18
日
（
金
）

に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

の
電
子
申
請
で

申
し
込
み

●
龍
・
流
連
携
事
業
15
周
年
記

念　

市
民
大
学
講
座

　
「
メ
デ
ィ
ア
と
ス
ポ
ー
ツ
～
視

点
を
変
え
れ
ば
見
え
て
く
る
！
」

を
テ
ー
マ
に
特
別
開
講
。
無
料
。

①
10
月
27
日
（
日
）
午
後
１

時
30
分
～
３
時
・
②
11
月
12
日

（
火
）
午
後
１
時
５
分
～
２
時
35

分
・
③
16
日
（
土
）
午
後
１
時

30
分
～
３
時　

流
通
経
済
大

学
龍
ケ
崎
キ
ャ
ン
パ
ス　

講
師
：

①
流
通
経
済
大
学
ス
ポ
ー
ツ
健

康
科
学
部
教
授
・
龍
崎
孝
氏
／

②
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
・
藤

森
祥
平
氏
／
③
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
・
気
象
予
報
士
・
尾
崎

朋
美
氏　

先
着
各
２
０
０
人

10
月
11
日
（
金
）
午
前
９

時
か
ら
電
話
か
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の

電
子
申
請
で
申

し
込
み
。
講
座

は
１
つ
か
ら
申

し
込
み
可

＝

・
問
企
画
課
☎
内
線

３
６
３

市
国
際
交
流
協
会

●
市
国
際
交
流
協
会
ジ
ュ
ニ
ア

会
議　

国
際
交
流
運
動
会

　

協
会
の
中
学
生
・
高
校
生
の

メ
ン
バ
ー
と
一
緒
に
運
動
会
に

参
加
す
る
日
本
と
外
国
の
方
を

募
集
し
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
を
通

じ
て
交
流
し
ま
せ
ん
か
。
軽
食

あ
り
。
申
込
不
要
・
無
料
。

10
月
13
日
（
日
）
午
前
11
時

～
午
後
２
時
40
分　

た
つ
の

こ
ア
リ
ー
ナ
・
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

国
籍
・
居
住
地
・
年
齢
不
問

内
容
：
玉
入
れ
・
綱
引
き
・
リ

レ
ー
・
ゲ
ー
ム
な
ど　

室
内

用
運
動
靴
・
運
動
の
で
き
る
服

装
・
飲
み
物

●
国
際
交
流
バ
ス
ツ
ア
ー

　

紅
葉
の
美
し
い
富
士
山
・
河
口

湖
方
面
を
バ
ス
で
周
遊
し
な
が
ら
、

外
国
の
方
と
交
流
し
ま
せ
ん
か
。
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11
月
17
日
（
日
）
午
前
７
時

～
午
後
７
時
15
分
予
定　

午

前
７
時
市
役
所
駐
車
場
集
合
・

出
発
／
行
先
＝
忍
野
八
海
・
河

口
湖　

外
国
人
無
料
／
日

本
人
２
０
０
０
円
（
小
中
高
生

１
０
０
０
円
）
／
そ
の
他
昼
食
・

有
料
施
設
は
自
己
負
担　

外

国
人
＝
23
人
程
度
／
日
本
人
＝

11
人
程
度
（
外
国
人
の
同
伴
者

を
優
先
）　

10
月
11
日
（
金
）

か
ら
電
話
で
申
し
込
み

＝

・
問
市
国
際
交
流
協

会
事
務
局
（
企
画
課
内
）
☎
内

線
３
６
３

藍
と
絞
り
染
教
室

　

個
性
豊
か
な
模
様
が
表
現
で

き
る
「
藍
の
絞
り
染
」
で
、
ハ

ン
カ
チ
と
大
き
め
の
ス
ト
ー
ル

を
染
め
ま
す
。

①
10
月
25
日
（
金
）・
②
27
日

（
日
）
午
前
９
時
30
分
～
正
午　

・

中
学
生
以
上
・
先
着
12

人　

１
５
０
０
円　

エ
プ

ロ
ン
・
ゴ
ム
（
ビ
ニ
ー
ル
）
手

袋　

10
月
11
日
（
金
）
午

前
10
時
か
ら
電
話
で
申
し
込
み

・

・
問
歴
史
民
俗
資
料
館

☎
64
‐
６
２
２
７

湯
っ
た
り
館

●
季
節
の
寄
せ
植
え
教
室

　

豊
作
村
で
育
て
た
パ
ン
ジ
ー

と
ビ
オ
ラ
を
使
っ
て
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
１
鉢
を
作
り
ま
す
。

10
月
29
日
（
火
）
①
午
前
10

時
～
正
午
／
②
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分　

湯
っ
た
り
館

玄
関
前　

先
着
25
人　

７
０
０
円

●
日
帰
り
湯
っ
た
り
館
「
湯
っ

た
り
館
へ
行
こ
う
！
」

11
月
12
日
（
火
）　

行
程
：
午

前
10
時
30
分
・
観
光
物
産
セ
ン

タ
ー
出
発
→
湯
っ
た
り
館
→
午

後
３
時
・
湯
っ
た
り
館
出
発　

交
通
手
段
：
湯
っ
た
り
館
マ
イ

ク
ロ
バ
ス　

先
着
25
人
／
最

少
催
行
人
数
10
人　

５
２
０

円　

Ｊ
Ｒ
佐
貫
駅
東
口
・
湯
っ

た
り
館
以
外
で
の
乗
降
不
可
／

館
内
へ
の
飲
食
物
の
持
ち
込
み

禁
止
／
時
間
厳
守

＝

10
月
11
日
（
金
）

午
前
10
時
か
ら
電
話
で
申
し
込

み　

・
問
湯
っ
た
り
館
（
午

前
10
時
～
午
後
５
時
／
第
２
・
４

水
曜
休
館
）
☎
60
‐
１
１
２
６

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
主
催

各
講
座

●
秋
の
虫
と
木
の
実
で
遊
ぼ
う
！

　

親
子
で
秋
の
い
き
も
の
探
し

や
葉
っ
ぱ
と
木
の
実
で
冬
の
飾

り
を
作
り
ま
せ
ん
か
。
無
料
。

11
月
10
日
（
日
）
午
前
10
時

～
正
午　

講
師
：
市
民
環
境
会

議
環
境
学
習
部
会
・
金
久
由
美

さ
ん　

幼
児
～
小
学
生　

親
子
10
組　

虫
取
り
網
・
虫

か
ご
・
水
筒　

・
問
10
月
20

日
（
日
）
午
前
９
時
か
ら
電
話

で
申
し
込
み

●
リ
ズ
ム
で
遊
ぼ
う
！
親
子
リ

ト
ミ
ッ
ク

　

手
遊
び
や
リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ

て
体
を
動
か
し
ま
し
ょ
う
！　

無
料
。

11
月
16
日
（
土
）・
30
日
（
土
）

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分　

講

師
：
重
松
真
澄
さ
ん　

０
歳
～

３
歳
児
の
親
子　

各
親
子
10
組

飲
み
物
・
着
替
え
な
ど　

10
月
26
日
（
土
）
午
前
９
時
か
ら

電
話
で
申
し
込
み

＝

・

・
問
市
民
交
流

プ
ラ
ザ
☎
64
‐
０
０
３
６
（
水

曜
休
館
）

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
主
催

健
康
セ
ミ
ナ
ー

　

食
生
活
を
改
善
し
て
健
康
な

体
を
つ
く
り
、
健
康
寿
命
を
延

ば
し
ま
し
ょ
う
。
１
日
の
み
の

参
加
も
可
能
で
す
。

・
内
容
：
10
月
16
日
・
身
近

に
あ
る
野
草
勉
強
会
／
11
月
20

日
・
ビ
タ
ミ
ン
と
ミ
ネ
ラ
ル
の

効
用
／
12
月
18
日
・
冷
え
性
に

効
く
食
べ
物
と
そ
の
わ
け
／
い

ず
れ
も
（
水
）
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分　

市
民
活
動
セ

ン
タ
ー　

講
師
：
自
然
薬
方
研

究
所
・
佐
藤
成
志
先
生　

先

着
各
30
人　

３
０
０
円
／
回

10
月
10
日
（
木
）
午
前
９

時
か
ら
電
話
で
申
し
込
み　

・
問
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
☎
63

‐
０
０
３
０
（
月
曜
休
館
）

久
保
台
小
学
校
区
わ
く

わ
く
協
議
会
各
講
座

●
歴
史
講
座

　

佐
貫
周
辺
の
歴
史
散
歩
で
す
。

無
料
。

10
月
30
日
（
水
）
午
前
９
時

30
分
佐
貫
駅
東
口
集
合　

大

人
20
人　

地
区
内
・
外
と

も
に
10
月
11
日
（
金
）
か
ら
窓

口
で
申
し
込
み

●
そ
ば
打
ち
講
座

①
11
月
17
日
（
日
）
／
②
12

月
７
日
（
土
）
い
ず
れ
も
午
前

９
時
30
分
～
午
後
２
時　

各

６
人　

１
２
０
０
円
／
回　

地
区
内
の
方
＝
10
月
17
日

（
木
）
か
ら
／
地
区
外
の
方
＝
29

日
（
火
）
か
ら
窓
口
で
申
し
込
み

＝

・
問
久
保
台
コ
☎
65

‐
４
７
８
８

龍
ケ
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

落
語
教
室
～
落
語
で
脳
ト

レ　

健
康
は
笑
い
か
ら
～

　

小
話
を
中
心
に
、
楽
し
い
教

室
を
開
催
し
ま
す
。
無
料
。
詳

細
は
問
い
合
わ
せ
。

11
月
26
日
、
12
月
10
日
・
24

日
、令
和
２
年
１
月
14
日
・
28
日
、

２
月
25
日
、
３
月
10
日
・
24
日

い
ず
れ
も
（
火
）
午
前
10
時
～

11
時
30
分
（
全
８
回
）　

講
師
：

嬉
楽
亭
忠
太
先
生　

10
人　

10
月
15 

日
（
火
）
か
ら
窓

口
で
申
し
込
み　

・
問
龍
ケ

崎
コ
☎
62
‐
８
８
８
５
（
午
前

10
時
～
午
後
４
時
受
付
）

龍
ヶ
崎
市
こ
ど
も
テ
ニ

ス
教
室

　

年
齢
・
レ
ベ
ル
ご
と
に
指
導
。

期
間
中
３
回
ま
で
無
料
。
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
。

10
月
19
日
（
土
）
～
12
月
１

日
（
日
）　

大
正
堀
テ
ニ
ス

コ
ー
ト　

５
歳
児
～
中
学

生　

20
人　

①
氏
名
②

学
校
名
③
学
年
を
明
記
し
、
Ｅ

メ
ー
ル
で
申
し
込
み　

ラ

ケ
ッ
ト
無
料
貸
出
あ
り　

Enposports01@
gm

ail.com

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
域
ス
ポ
ー
ツ

支
援
協
会
・
丸
田
☎
０
９
０
‐

６
１
４
２
‐
９
５
６
７

ラ
ン
ニ
ン
グ
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

ラ
ン
ニ
ン
グ
を
始
め
る
き
っ

か
け
作
り
や
秋
冬
の
マ
ラ
ソ
ン

大
会
な
ど
に
向
け
て
の
練
習
に
、
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お
し
ら
せ

第
４
回
伝
沼
祭
２
０
１
９
in
牛
久

沼
水
辺
公
園
カ
ッ
パ
ロ
ウ
ィ
ン

　

牛
久
沼
周
辺
に
伝
わ
る
昔
話

の
キ
ャ
ラ
に
コ
ス
プ
レ
し
て
集

ま
れ
！
地
元
グ
ル
メ
も
盛
り

だ
く
さ
ん
！　

10
月
14
日

㊊　

牛
久
沼
水
辺
公
園　

問
伝
沼
祭
実
行
委
員
会
・
若

林
☎
０
９
０
‐
６
４
７
３
‐

８
３
７
６

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ハ
ワ
イ
ア
ン
ズ
＆

ル
ピ
ナ
ス
フ
ラ　

ミ
ニ
ラ
イ
ブ

　

ハ
ワ
イ
ア
ン
バ
ン
ド
と
フ
ラ

ダ
ン
ス
の
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
。
無
料

10
月
19
日
㊏
午
後
１
時
～
１

時
30
分
／
午
後
３
時
～
３
時
30

分　

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
サ
プ
ラ
・
フ
ェ
ス
タ
コ
ー

ト　

問
野
口
☎
63
‐
０
７
０
１

第
３
回
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
レ
交

流
コ
ン
サ
ー
ト

　

出
演
４
組
が
コ
ン
ド
ル
は
飛

ん
で
い
く
な
ど
の
ア
ン
デ
ス
音

楽
を
演
奏
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
無
料
。
10
月
16

日
㊌
ま
で
に
申
込　

10
月
19

日
㊏
午
後
１
時
～
４
時　

市

民
交
流
プ
ラ
ザ　

70
人　

問

佐
藤
☎
０
９
０
‐
２
７
５
１
‐ 

０
０
９
５

祝
令
和
グ
ラ
ン
ド
芸
能
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
９

　

日
舞
・
カ
ラ
オ
ケ
・
ベ
リ
ー

ダ
ン
ス
・
フ
ラ
ダ
ン
ス
な
ど
に

大
抽
選
会
を
実
施
。
来
場
者
千

人
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
あ
り
。
無
料

10
月
22
日
㊋
午
前
10
時
開
演

文
化
会
館
・
大
ホ
ー
ル　

問

わ
く
わ
く
交
流
会
・
島
田
☎
66

‐
３
６
０
７

ス
ク
エ
ア
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ
龍

ケ
崎
ス
タ
ー
ズ

　

楽
し
く
踊
っ
て
脳
活
効
果
を

実
感
し
ま
し
ょ
う
。
初
心
者
に

は
講
習
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

問
い
合
わ
せ　

毎
月
第
１
～

４
㊏
午
後
１
時
～
４
時
に
活
動

／
講
習
は
10
月
26
日
㊏
午
後
２

時
30
分
～
４
時
・
全
16
回
実
施

主
に
た
つ
の
こ
ア
リ
ー
ナ　

１
０
０
０
円
／
月　
　

８
人　

問
兼
子
☎
０
９
０
‐

２
９
０
２
‐
９
０
３
４

竹
コ
ン
シ
ュ
ル
ジ
ュ
教
室

　

竹
の
活
用
方
法
と
百
の
知
識

で
、
地
元
の
竹
林
を
育
て
て
い

く
エ
コ
ナ
レ
ッ
ジ
の
勉
強
会
で

す
。
11
月
10
日
㊐
ま
で
に
申
込

11
月
～
令
和
２
年
３
月
の

月
１
回
㊋
ま
た
は
㊌
午
後
４
時

～
６
時
30
分　

市
社
会
福

祉
協
議
会
佐
貫
西
口
支
所　

先
着
10
人　

１
０
０
０

円
／
回　

■申
・
問
お
お
い
が
わ

事
務
所
プ
ロ
ボ
ノ
研
究
会
・
大

井
川
☎
０
９
０
‐
５
５
７
５
‐

９
４
６
５

茨
城
県
南
生
活
者
ネ
ッ
ト

◦
パ
ソ
コ
ン
教
室

　

マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
き
め
細
や

か
な
指
導
で
、
マ
イ
ペ
ー
ス
で

学
べ
ま
す
。
事
前
に
申
込　

午
前
10
時
か
ら
／
午
後
１

時
30
分
か
ら
／
い
ず
れ
も
１
時

間
ま
た
は
２
時
間　

１
時

間
＝
６
０
０
円
／
２
時
間
＝

１
０
０
０
円

◦
ノ
ボ
さ
ん
と
映
画
を
語
る
会

　

毎
月
１
回
名
作
を
上
演
し
ま

す
。
事
前
に
申
込　

毎
月
第

２
㊍
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分　

５
０
０
円
（
茶
菓
子
付

き
）

＝

龍
ヶ
崎
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ウ
ス　

・
問

茨
城
県
南
生
活
者
ネ
ッ
ト
・
坪

山
☎
60
‐
８
０
６
７

み
ん
な
の
掲
示
板

11
月
後
半
号
締
め
切
り
：
10
月
24
日
（
木
）
／
12
月
前
半
号
締
め
切
り
：
11
月
８
日
（
金
）

り
ま
す
。
土
地
の
権
利
関
係
を

明
確
に
し
、
境
界
を
巡
る
紛
争

の
解
決
・
防
止
、
土
地
取
引
の

円
滑
化
を
図
る
た
め
、
法
務
局

で
は
現
在
の
測
量
技
術
に
よ
り

正
確
で
精
度
の
高
い
地
図
を
作

成
し
て
い
ま
す
。

問
水
戸
地
方
法
務
局
地
図
作
成

作
業
現
地
事
務
所
☎
０
２
９
７

‐
77
‐
５
５
１
５

赤
ち
ゃ
ん
ふ
れ
あ
い
体
験
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
親
子
の
募
集

　

県
で
は
、
未
来
の
子
育
て
世

代
で
あ
る
高
校
生
を
対
象
に
、

赤
ち
ゃ
ん
ふ
れ
あ
い
体
験
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
10
人
前
後
の

高
校
生
の
グ
ル
ー
プ
に
子
育
て

体
験
を
お
話
い
た
だ
き
、赤
ち
ゃ

ん
と
の
ふ
れ
あ
い
に
ご
協
力
い

た
だ
け
る
親
子
を
募
集
し
ま
す
。

11
月
11
日
（
月
）・
12
日
（
火
）

竜
ヶ
崎
第
一
高
等
学
校
／
現
地

集
合
・
２
時
間
程
度
／
授
業
時
間

は
約
50
分　

１
歳
半
く
ら
い

ま
で
の
赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
保
護
者

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ま
と
ー
ん
☎

０
８
０
‐
９
８
６
７
‐
１
８
６
８

Em
am

atone.guest@
gm

ail.com

陸
上
自
衛
隊
武
器
学
校

土
浦
駐
屯
地
開
設
67
周

年
記
念
行
事

　

記
念
式
典
、
装
備
品
展
示
、

戦
車
搭
乗
体
験
（
先
着
順
）、
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
。

10
月
19
日
（
土
）
午
前
９
時
～

午
後
３
時　

陸
上
自
衛
隊
土

浦
駐
屯
地
武
器
学
校
（
阿
見
町
）

　

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
／
駐
屯
地
上
空
で

の
ド
ロ
ー
ン
の
飛
行
・
ペ
ッ
ト
連

れ
で
の
来
場
禁
止
／
雨
天
時
は
内

容
を
一
部
中
止
・
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す　

問
陸
上
自
衛
隊
武

器
学
校
広
報
援
護
班
☎
０
２
９
‐

８
８
７
‐
１
１
７
１

厚
生
労
働
省
茨
城
労
働
局
委
託
事
業

店
舗
業
務
補
助
ス
タ
ッ

フ
講
習

　

店
舗
業
務
補
助
の
基
本
と
技

術
を
学
び
、
就
業
を
目
指
す
高
齢

者
の
た
め
の
講
習
会
で
す
。無
料
。

11
月
27
日
（
水
）
～
29
日
（
金
）

の
３
日
間
・
午
前
10
時
～
午
後

４
時　

地
域
福
祉
会
館　

全
日
程
参
加
可
能
な
満
60
歳
以

上
の
方
で
、講
習
後
に
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員
に
な
っ

て
就
業
で
き
る
方　

10
人　

　

11
月
８
日
（
金
）
ま
で

に
シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ
ー
窓
口
で

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を

明
記
し
、
申
し
込
み　

・
問

龍
ケ
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
☎
64
‐
３
６
４
１
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お
し
ら
せぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
ラ
ン

ニ
ン
グ
に
有
効
な
ピ
ラ
テ
ィ
ス

も
体
験
で
き
ま
す
。
無
料
。

11
月
２
日
（
土
）
午
前
９
時

～
正
午
予
定　

た
つ
の
こ

フ
ィ
ー
ル
ド
／
雨
天
時
は
た
つ

の
こ
ア
リ
ー
ナ　

講
師
：
流
通

経
済
大
学
客
員
教
授
・
谷
川
真

理
氏
／
ピ
ラ
テ
ィ
ス
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
・
市
河
麻
由
美
氏　

小
学
生
以
上　

10
月
26

日
（
土
）
ま
で
に
所
定
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
電

話
・
フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
・

郵
送
で
申
し
込
み
。
申
込
書
は
、

た
つ
の
こ
ア
リ
ー
ナ
・
フ
ィ
ー

ル
ド
、
各
コ
で
配
布
、
ま
た
は

ク
ラ
ブ
・
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
Ｈ
Ｐ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド　

・
問

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ク
ラ
ブ
・
ド
ラ
ゴ

ン
ズ
☎
０
８
０
‐
７
０
０
５

‐
９
９
４
６　

Enpo.club.
dragons@

gm
ail.com

体
験
で
き
る
ふ
く
し
祭
り

ふ
れ
愛
広
場
２
０
１
９

　

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
の

ボ
ッ
チ
ャ
・
片
手
で
で
き
る
調

理
な
ど
の
福
祉
体
験
や
セ
グ

ウ
ェ
イ
・
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
効
果

体
験
車
の
試
乗
、
ダ
ン
ボ
ー
ル

迷
路
の
ほ
か
、
模
擬
店
、
射
的
・

輪
投
げ
な
ど
の
縁
日
コ
ー
ナ
ー

な
ど
。
豪
華
景
品
が
多
数
当
た

る
大
抽
選
会
も
実
施
し
ま
す
。

10
月
20
日
（
日
）
午
前
９
時

30
分
開
会
セ
レ
モ
ニ
ー
・
10
時

オ
ー
プ
ン　

文
化
会
館
・
歴

史
民
俗
資
料
館
・
中
央
図
書
館

問
社
会
福
祉
協
議
会
☎
62
‐

５
１
７
６

水
戸
地
方
法
務
局

登
記
所
備
付
地
図
作
成

作
業
（
佐
貫
地
区
）

　

令
和
元
・
２
年
度
に
登
記
所

備
付
地
図
作
成
作
業
と
し
て
、
対

象
と
な
る
土
地
の
境
界
（
筆
界
）

確
認
や
測
量
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
説
明
会
を
実
施
し
ま
す

　

詳
細
は
対
象
者
へ
個
別
に
通

知
し
ま
す
。

10
月
26
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

対
象
区
域
内
（
佐
貫
町
・
小

通
幸
谷
町
・
若
柴
町
・
南
中
島

町
の
一
部
）
に
土
地
を
所
有
す

る
方

●
登
記
所
備
付
地
図
作
成
作
業

に
つ
い
て

　

法
務
局
備
付
け
の
地
図
（
公

図
）
の
多
く
は
明
治
時
代
に
作

成
さ
れ
た
た
め
、
現
地
と
地
図

の
形
状
の
不
一
致
や
土
地
の
境

界
が
不
正
確
な
も
の
が
多
く
あ

■ 10 月７日～ 13 日は秋の行政相談週間
問　法制総務課☎内線 495

　「道路の危険箇所を修繕してほしい」など、行政機
関が所管する業務について困っていることなどはあり
ませんか。そのようなときは行政相談委員にご相談く
ださい。相談者と行政機関の間に立ち、必要なあっせ
んを行います。相談無料・秘密厳守です。

　10 月 17 日（木）午後１時 30 分～４時 30 分
　市役所・３階会議室

　大野博信さん☎ 66-2027・川崎幸子さ
ん☎ 62-2852・池澤美雪さん☎ 62-3075 ※行政
相談委員は総務省から委嘱を受け、無報酬で仕事を
行っています

◦総務省行政相談センターきくみみ茨城（行政
苦情 110 番）
相談・問　☎ 0570-090110 029-221-3349 U http://

www.soumu.go.jp/kanku/kanto/ibaraki.html

　電話・ファクス・インターネットで相談を受け付け
ています。

■マリッジサポーターによる結婚相談会
問　青山☎ 62-6409 ／寺田☎ 62-1457

　毎回多数の相談をいただき、成婚者も出ています。
予約不要・相談無料。

　10 月 20 日（日）午前 10 時～午後３時
　米町会館
　身上書・写真

■税理士による《無料》税務相談
■申・問　関東信越税理士会竜ケ崎支部☎ 63-3008

　一般の方や自営業の方で税務のことを誰に相談した
らよいか分からない方は、まずご相談ください。分か
りやすく丁寧に説明します。

　原則毎月第１・３水曜日午後１時～４時
　市役所・附属棟会議室

　希望日の１週間前までに電話で申し込み。受付
時間は月～金曜日午前 10 時～午後４時

■社会福祉協議会の無料相談事業
■申・問　社会福祉協議会☎ 62-5176

◦法律相談
　① 10 月 25 日（金）・② 11 月８日（金）午後１
時 30 分～３時 55 分／１人あたり 45 分間

　各３人
相談員　弁護士

　① 10 月 21 日（月）まで・② 11 月５日（火）
までに電話で申し込み

　応募多数の場合は抽選／定員に満たない場合は
締め切り後に先着順で受付

◦心配ごと相談
　予約不要。相談日にお越しください。

　10 月 15 日（火）・11 月５日（火）午後１時 30
分～４時 30 分／４時最終受付

相談員　心配ごと相談

＝ 　地域福祉会館・相談室
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図書館だより ☎ 64-2202 文学
『お江戸けもの医毛玉堂』＝泉ゆたか
『八本目の槍』＝今村翔吾
『格闘』＝髙樹のぶ子
『明日死んだ男』＝赤川次郎
『やがて満ちてくる光の』＝梨木香歩

その他
『ウラジオストクを旅する 43 の理由』＝中村正人
『無人島売ります！』＝佐藤ノブ
『濃いめがおいしい至福のプリン』＝柳瀬久美子
『健康お酢レシピ』＝夏梅美智子
『新しい少年野球の教科書』＝川村卓

今月の新刊
児童

『恐竜世界大百科』＝加藤太一
『ふしぎないきものツノゼミ』＝丸山宗利
『レストランのおばけずかん』＝斉藤洋

絵本
『ヒミツのかいだん』＝田島征三
『しょうぎのくにであそぼう』＝中倉彰子
『みんなありがとう』＝サトシン

10 月のおはなし会
●おはなし会

　12 日・26 日（土）午前 10 時 30 分～
●たつの子お話タイム

　12 日（土）午前 10 時 30 分～
●としょかんまつりスペシャルおはなし会

　20 日（日）午後１時～

ドキュメンタリー　牛山純一の世界
　当市に縁の深い世界的ドキュメンタリスト、故・
牛山純一さんの作品を上映します。予約不要・無料。
▶日時：10 月 26 日（土）午後２時から
▶場所：２階・鑑賞室
▶定員：30 人
▶上映作品：「世界の野生　知られざる世界・ネコ

が地底に住む／人間の 100 億倍の嗅覚　警察犬
強盗犯逮捕」50 分

■龍ケ崎市環境フェア 2019
　市民団体・事業所などが取り組んでいる環境保全活動事例の紹介や、す
てきな賞品が当たる「クイズラリー・抽選会」など。楽しい企画を用意して
います。ぜひご来場ください。また当日、家庭にある紙袋いっぱいに雑紙（紙
封筒・お菓子の外箱・包装紙など※新聞紙・ダンボール不可）を詰めて持
参した方へ紙袋一つにつき、粗品を一つプレゼントします（先着 250 個）。

10 月 27 日（日）午前 10 時～午後３時／小雨決行・荒天中止
くりーんプラザ・龍（板橋町 436 番地２）

注駐車場は、大和ハウス㈱駐車場をご利用ください。会場までの送迎バスあり
問環境フェア実行委員会事務局（環境対策課内）☎内線 421

＼リユースコーナーと工場見学会も同時開催／
　皆さんがごみとして清掃工場に持ち込んだ物を選別し、まだ使用で
きる状態の木製家具・押入収納・衣装ケース・雑貨・小物類などを、
先着順または抽選で希望者に無償提供 !!　併せて、工場見学会も同日
開催。ぜひお越しください。詳細は HP をご覧ください。
◦リユースコーナー
　先着順での提供は、原則１人１点。当日持ち帰り。抽選には当日来
場した方のみ参加できます。転売目的・営利業者へは提供しません。

くりーんプラザ・龍プラザ棟１階
◦工場見学

・ 10 月 27 日（日）午前 11 時 30 分から 30 分程度・くりーん
プラザ・龍プラザ棟１階集合

定先着 20 人
注「龍ケ崎市環境フェア 2019」が中止の場合には「リユースコーナー」
「工場見学」も中止

共通＝問龍ケ崎地方塵芥処理組合施設課☎ 60-1777
　　　U＝ http://business2.plala.or.jp/ryujin/

■農業公園豊作村
　「秋の収穫祭」
　お子さんに人気のキャラク
ターショー、ロードトレイン、
バルーンスライダー、ふわふわ
バルーンをはじめ、花苗・野菜
苗や農産物・物産品の販売、スー
パーボールすくいやガラガラ抽
選が楽しめるミニ露店など盛り
だくさん！　かぼちゃの重さ当
てクイズなどもあり。
　湯ったり館ではフリーマー
ケットとイベント湯を行いま
す。ぜひ、ご来場ください！

10 月 27 日（日）
　午前 10 時～午後３時
　小雨決行・荒天中止
　（午前７時態度決定）

農業公園「豊作村」
問まちづくり・文化財団
　☎ 60-1720（月曜休館）

おいしい屋台も

いっぱい

あるよ～ん♪
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ぼくの Twitter アカウントで毎日龍ケ崎の天気を
お伝えしてるよ～ん
みんなチェックしてね！

目
の
不
自
由
な
方
へ
、『
り
ゅ
う
ほ
ー
』
を
音
訳
し
た
Ｃ
Ｄ
お
よ
び
『
り
ゅ
う
ほ
ー
』
点
訳
版
を
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。
詳
細
・
お
問
い
合
わ
せ
は
社
会
福
祉
協
議
会
☎
62
︲
５
１
７
６
ま
で
。

「湯ったり館」優待券と
図書カードが当たる！

※天候などにより変更となる場合があります。その他にもさまざま
なイベントに出没します。ぜひ探してみてください！

　まいりゅうの写真やイラ
ス ト な ど を 募 集 し ま す。 氏
名（P.N 可 ）・ 住 所・ コ メ ン
トを添えて、りゅうほー編集
室「 ま い り ゅ う を 探 せ 」 係

（E citysales@city.ryugasaki.ibaraki.jp）へお寄せ
ください。

　①～⑥のヒントをもとに下のマスに文字を入れてくだ
さい。Ａ～Ｆの文字を順に並べると答えになります。

ヒント（ヨコ）
①スポーツテストやニュー●●●●を 35 種目体験でき

ます！
②下水道を整備し皆さんに使っていただくことで、衛生

的な生活●●●●●を築くことが可能となっています。
③龍ケ崎市議会では、今後も議会を●●●に感じていた

だけるよう、「開かれた議会」を目指した取り組みを行っ
ていきます。

④「認定こども園」は教育・保育・●●●●支援を一体
的に提供する施設で、幼稚園と保育園の両方の良さを
併せ持っています。

⑤市民一人一人の愛着や誇りが高まり、「龍ケ崎●●●」
になることが大切です。

⑥「保育園」は共働きなどで保育ができない●●●●に
代わり、保育を行う施設です。

応募方法　答え（例「10 月号答＝●●●●●●（ABCDEF に入る文字）」）と郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・『りゅうほー』の感想やご意見などをはがきに書いて、〒 301-8611 市役所りゅうほークイズ
係までお送りください。令和元年 10 月 31 日（必着）。応募は 1 人 1 枚まで。正解者の中から抽選で 10 人に、1,000
円分の図書カードと「湯ったり館」の優待券 2 枚を差し上げます。当選者は 11 月後半号で発表します。

10/12 いきいき茨城ゆめ大会
スポーツウエルネス吹矢【たつのこアリーナ】

10/13 まいんバザール【にぎわい広場】
10/20 ふるさとマルシェ in イバライド【稲敷市】
11/ ３ まいんバザール【にぎわい広場】

コロッケフェスティバルに
参加したよ～ん
今回もたくさんの人が来て
くれたよ！ありがとう～

　「たつのこマルシェ」は、龍ケ崎で採れた新
鮮野菜や物産品の販売、ワークショップなど“ふ
れあい”と“おいしさ”が集まる交流の場です。
今月のお楽しみイベントは、少々形が悪いけど
味は抜群！　さつまいもの詰め放題です！
　毎月第２土曜日はマルシェへお越しくださ
い！

▶日時：10 月 12 日（土）
　　　　午前 10 時～午後１時
▶場所：さんさん館前（たつのこやま隣）

▶問：まちづくり・文化財団☎ 62-2227
　　　　　　　　　　　　　　（月曜休館）

※小雨決行、荒天中止。内容変更の場合あり。当日の開
催状況などは財団 Facebook をご確認ください

秋の味覚
　　フェア！

—

—————

—

まいりゅう出没情報（予定）

さつまいも詰め放題！

▶時間：午前 11 時 20 分から
　　　　（10 時 30 分から整理券発行）
▶定員：先着 100 人
　　　　（１家族２人まで）
▶料金：100 円
　　　　（１人１回限り）

今日は
晴れだよ～ん！
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B

①
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④

F
⑥

@machidukuri1



■ 10 月の納付　市民税・県民税③／国民健康保険税④／介護保険料④／後期高齢者医療保険料④／農業集落排水使用料④
／保育料徴収金／市営住宅使用料／放課後児童健全育成事業保護者負担金　※納期限（口座振替日）は 10 月 31 日です

還付金詐欺にご注意ください！　相手の言葉をうのみにせず、市役所などにご確認ください

●この広報紙は、株式会社茨城読売 IS に委託し、市内の全世帯に配付しています。配付
についてのお問い合わせは市シティセールス課まで。再生紙を使用しています

広報
龍ケ崎

10 月
前半号

　９月 10 日、ラグビーワールドカップ 2019 日
本代表の中島イシレリ選手（写真左）が中山市長
を表敬訪問しました。
　現在、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属
しているイシレリ選手は、流通経済大学ラグビー
部の出身で、2008 ～ 2012 年の４年間を龍ケ崎
市で過ごしました。
　今回の表敬訪問は、流通経済大学ラグビー部・
内山監督の計らいで実現されたものです。
　中山市長は「日本で初めて開催されるラグビー
ワールドカップの日本代表として、地元流通経済
大学出身のイシレリ選手が選出されたことは、龍
ケ崎市として大変喜ばしいこと。イシレリ選手を
誇りに思う」と激励しました。
　イシレリ選手も、恩師や家族同席の和やかな雰
囲気の中で、対戦したいチームやラグビーワール
ドカップ 2019 に向けた意気込みなどを語ってく
れました。
　中島イシレリ選手の活躍を、皆さんの応援で後
押ししましょう！

　９月３日、龍ケ崎市議会は市音楽協会との共催
で、市民の皆さんに議会に関心を持っていただく
ことなどを目的に「議場コンサート」を開催し、
当日はおよそ 130 人が来場しました。
　箏グループつばめ代表の吉永都子さんが、「水の
変態（一部分）」「汽車ごっこ」「荒城の月」を演奏し、
来場者は議場の空間に響く、日本の伝統楽器「箏」
の音色を堪能しました。
　その後に開会した市議会「令和元年第２回定例
会」も多くの方に傍聴いただきました。
　龍ケ崎市議会では、今後も議会を身近に感じて
いただけるよう、「開かれた議会」を目指した取り
組みを行っていきます。

休日当番医　診療時間：午前９時～午後４時

10/13（日） 飯野クリニック ☎ 60-2323 さいとうクリニック ☎ 64-3527
10/14（月） 松本クリニック ☎ 62-4747 根本医院 ☎ 62-3155
10/20（日） 兼子内科循環器科 ☎ 64-3105 みやおか外科整形外科クリニック ☎ 62-3761
10/22（火） 山本医院 ☎ 66-3348 菊地整形外科 ☎ 64-6111

「議場コンサート」

～吉永都子　箏にあそぶ～
RWC 日本代表 中島イシレリ選手　

中山市長を表敬訪問

■！ 10 月 22 日（火）の業務案内
　10 月 22 日（火）は祝日のため、市役所本庁舎、西部・東部出張所は休業します。市民窓口ステーショ
ンは通常どおり業務を行っていますのでご利用ください。また、ごみ収集は通常どおり実施します。
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　下水道は、快適な市民生活の維持や河川などの水質保全のために必要不可欠な、都市基盤の骨格をなすも
のです。本市の公共下水道事業は、昭和 50 年から整備に着手し、龍ケ崎市街地や佐貫市街地などを中心に
整備をしてきました。また、龍ケ崎ニュータウンは、ほぼ全域が公共下水道処理区域として計画・整備され
ています。
　この結果、平成 30 年度末には処理区域面積が 1,518.20 ヘクタール、処理区域内人口が 64,807 人となり、
事業計画の進捗率は 91.76％、市の全人口に対する普及率が 83.77％、処理区域内の水洗化率は 91.51％（人
口比）に達し、公共下水道整備事業は終盤を迎えています。
　今後は、下水道施設の老朽化に伴う改築事業や長寿命化のための改修事業が整備事業の大きなウエートを
占め、下水道整備の財源として借り入れた市債の返済費用や、下水道施設の維持管理などの汚水処理費用も
必要になります。下水道事業を将来にわたって持続可能なものとし、安定した経営基盤を構築するためにも、
主な財源である使用料について、定期的な見直しが必要と言えます。

　本市では、昭和 55 年度に下水道使用料を設定し
て以来、３回にわたり使用料の見直しを行ってきま
した。しかし平成 16 年度の改定を最後に、消費税
率改定による増額以外は 15 年間据え置きとなって
います。この間も、使用料を改定しなければならな

い状況にありましたが、社会経済情勢や雇用・賃金
情勢などを勘案し、改定を見送ってきた経緯があり
ます。
　今回は、次の３つの理由により、使用料を改定す
ることとしました。

■問い合わせ：下水道課排水保全グループ☎内線 457

を します

使用料改定を行う理由

1汚水処理費用は使用料で賄うことが原則であるため

2使用者間の公平性を確保するため

　下水道は、限られた地域の方が使用する公共サー
ビスであるため、サービスを受ける方（受益者）に
汚水処理費を負担していただくという考え方（受益
者負担）が原則となっています。
　本市の今後３年間の汚水処理原価は、３ページ表

「経費回収率見込【令和６年度まで】」の⑧のとおり、
１㎥当たり約 176 円と見込んでいます。このうち

経費回収率※ 1 ⑨は約 88％（資本費平準化債※ 2 を除
く、現行使用料の場合）にとどまっており、不足分
については市税など（一般会計繰入金）によって補
てんしなければならない状況です。
　このため、使用料の確保と、経営改善によるコス
ト削減による経営基盤強化が必要となっています。

　龍ケ崎市をはじめ多くの市町村では、汚水排水量
が増えると１㎥当たりの使用料が高くなる使用料体
系を採用しています。さらに、一般住宅の割合が多
い本市では、公共下水道の普及促進と一般家庭の負
担軽減という観点から、小規模排水区分の改定率を

低く抑え、大規模排水区分を高く設定してきた経緯
があります。
　今回の料金改定では、使用者間の公平性・排水量
区分ごとの使用料単価の水準・バランスに配慮した
改定率としています。

※ 1　経費回収率：汚水処理費をどの程度の下水道使用料で賄っているかを表わす指標
※ 2　資本費平準化債 : 下水道施設の標準的な耐用年数は 40 年程度とされています。一方、下水道の整備費用の

財源として借り入れた市債の償還年数は 30 年以下が多くなっています。この 10 年程度の違いを新たな市
債の借り入れにより、償還期間を実質的に 40 年程度とする市債
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　次に、経営基盤強化のためのもう一つの柱である、経営改善によるコスト削減の取り組みを紹介します。

　今回使用料の改定を行うことで、令和２年度以降
は、汚水処理費の約 95％を使用料で賄えるように
なる見込みです（表「経費回収率見込【令和６年度
まで】⑫」参照）。
　受益者負担の原則から考えれば、汚水処理費の
100％を使用料で賄わなければなりません。しかし、
今後の汚水処理費を推計すると、令和２年～６年
度の料金収入は、汚水処理費総額（表「経費回収率
見込【令和６年度まで】⑥参照）と同程度の平均約
13 億 5,000 万円が必要となり、そのためには使用

料の平均改定率を 16％程度とする必要があります。
　そこで使用者の負担急増に配慮し、使用料改定と
経営改善や普及促進によるスケールメリットの創出
などでそれぞれ 1/2 程度を賄うという方針で、今回
は平均改定率を約８％に設定しました。
　なおこの改定で使用料は、20㎥／月使用の場合、
消費税 10％積算で県平均 2,977 円／月（平成 29 年
度調査）に対し、2,849 円／月となり、△ 4.3％の
水準となります。

　これまでの基本使用料は、汚水量 10㎥を基準と
していましたが、下水道使用料の一人当たりの平均
汚水量が約７㎥／月であることから、基本使用料の
基準も７㎥／月に見直しました。少量使用者の負担

軽減を図るとともに、使用者間の公平性の向上を図
ります。これにより約 25％の世帯が負担軽減にな
ると見込まれます。

1市債の借入を極力減らしています
　下水道工事にあたっては、工法や資材などの比較検討を行い、耐震性・耐久
性の向上とともに、より低コストで工事が行えるように努めています。これに
より、工事費の財源となる市債の借入を抑えることができ、将来負担を低減す
ることができます。
　また、市債残高は平成 25 年度末では約 143 億 3,000 万円でしたが、平成
30 年度末では約 115 億 8,000 万円と、約 27 億 5,000 万円減少しています。

2人件費を削減しました
　前回使用料改定を行った平成 16 年度の職員数は 13 人で人件費は約 9,200 万円でしたが、整備の進捗や
料金徴収体制の見直しに合わせた人員の削減を行った結果、平成 30 年度の職員数は７人・人件費は約 6,500
万円となりました。職員数は５人の削減、人件費を約 2,700 万円削減しました。

3市債の借換により支払利子を削減しました
　平成 19 年度から 20 年度にかけて、市債の借換を行いました。高金利で借り入れた市債を、低金利に借
り換えたことにより、支払わなければならなかった市債の利子を約４億 8,300 万円削減しました。

4計画区域を縮小しました
　平成 25 年度に公共下水道の全体計画を見直しました。整備事業費が高コストとなってしまう地域は、合
併処理浄化槽などで汚水処理を行う区域としました。

5公営企業会計に移行します
　令和２年４月に公営企業会計に移行し、民間企業と同様に財務諸表を作成することとなります。資産やコ
ストなどの把握・分析をより明確なものとし、公営企業の本来の姿である独立採算を念頭に、経営改善につ
なげていきたいと考えています。

経営改善に向けた取り組み

下水道使用料改定について

　下水道管の標準的な耐用年数は、40 年程度とさ
れています。初期に整備した下水道施設を中心に耐
用年数を迎えつつあり、老朽化による改築や改修を
行わなければならない場合、その費用の財源として

も使用料収入の確保が必要不可欠となります。
　以上を踏まえ、改定後の料金は３ページ表「改定
料金と現行料金の比較【税抜】」のとおりとなります。

3下水道施設の老朽化に伴い、増大する改築や改修費用に対応するため

1改定率の検討

2基本使用料の検討
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■汚水量をもとに算出した料金比較（モデルケース）
　本市の一人当たりの平均汚水量は 7㎥／月で、３人世帯の場合 21㎥
／月、４人世帯の場合 28㎥／月の汚水量となります。この汚水量に基
づく改定料金・現行料金による月額使用料（税抜）は、例のとおりです。
例）月に 28㎥使用の場合：１～７㎥は基本料金 900 円、８～ 20㎥は１㎥当たり 130 円なので× 13 で 1,690 円、

21 ～ 28㎥は１㎥当たり 140 円なので×８で 1,120 円。900 円 +1,690 円 +1,120 円＝ 3,710 円です。

汚水量 改定後 改定前 差引
21㎥ / 月 2,730 円 2,417 円 313 円
28㎥ / 月 3,710 円 3,285 円 425 円

■経費回収率見込【令和６年度まで】
▶表１　基礎数値

区分 平成 30 年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
① 料金収入〔現行〕（千円） 1,163,027 1,171,168 1,179,366 1,187,622 1,195,935 1,204,307 1,212,737
② 料金収入〔改定後〕（千円） 1,163,027 1,171,168 1,273,716 1,282,632 1,291,610 1,300,651 1,309,756
③ 有収水量（千㎥）※ 7,416,117 7,482,862 7,550,208 7,618,160 7,686,723 7,755,904 7,825,707
④ 汚水処理費（千円） 1,112,418 1,126,145 1,170,630 1,210,274 1,245,080 1,275,049 1,300,182
⑤ 資本費平準化債収入（千円） 187,900 188,500 158,500 133,500 113,500 98,500 88,500

⑥ 汚水処理費総額
（千円） ④ + ⑤

1,300,318 1,314,645 1,329,130 1,343,774 1,358,580 1,373,549 1,388,682
令和２～６年度の汚水処理費総額の平均は 1,358,743 千円の見込み

▶表２　現行料金での経営指標（資本費平準化債控除なし）
区分 平成 30 年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

⑦ 使用料単価 ①／③ 157 円 /㎥ 157 円 /㎥ 156 円 /㎥ 156 円 /㎥ 156 円 /㎥ 155 円 /㎥ 155 円 /㎥
⑧ 汚水処理原価 ⑥／③ 175 円 /㎥ 176 円 /㎥ 176 円 /㎥ 176 円 /㎥ 177 円 /㎥ 177 円 /㎥ 177 円 /㎥
⑨ 経費回収率 ①／⑥ 89.4％ 89.1％ 88.7％ 88.4％ 88.0％ 87.7％ 87.3％

▶表３　料金改定後の経営指標（資本費平準化債控除なし）
区分 平成 30 年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

⑩ 使用料単価 ②／③ 157 円 /㎥ 157 円 /㎥ 169 円 /㎥ 168 円 /㎥ 168 円 /㎥ 168 円 /㎥ 167 円 /㎥
⑪ 汚水処理原価 ⑥／③ 175 円 /㎥ 176 円 /㎥ 176 円 /㎥ 176 円 /㎥ 177 円 /㎥ 177 円 /㎥ 177 円 /㎥
⑫ 経費回収率 ②／⑥ 89.4％ 89.1％ 95.8％ 95.5％ 95.1％ 94.7％ 94.3％

料金改定率 8％、水量増加率 0.9％、料金増加率 0.7％、処理費増加率 0.2％で推計

※有収水量 : 下水処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量

　皆さんのお宅などから排出された汚水は、市が設置した公共桝から下水道施設を通って浄
化センターできれいな水となり、自然界を循環します。下水道を整備し皆さんに使っていた
だくことで、衛生的な生活環境を築くことが可能となっています。
　この快適な生活環境を保ち、さらには高度な汚水浄化による自然環境の維持・改善のためには、
下水道事業の安定した経営を行う必要があります。皆さんのご理解とご協力をお願します。

■改定料金と現行料金の比較【税抜】
区分 改定料金 現行料金 改定額 改定率

基本料金 7㎥まで 900 円
基本料金
10㎥まで
1,143 円

△ 243 円 △ 21.3％
7㎥を超え、8㎥まで（基本 +130 円／㎥） 1,030 円 △ 113 円 △ 9.9％
8㎥を超え、9㎥まで（基本 +130 円／㎥） 1,160 円 17 円 1.5％

9㎥を超え、10㎥まで（基本 +130 円／㎥） 1,290 円 147 円 12.9％
10㎥を超え、20㎥まで 1㎥につき 130 円 115 円 15 円 13.0％
20㎥を超え、30㎥まで 1㎥につき 140 円 124 円 16 円 12.9％
30㎥を超え、50㎥まで 1㎥につき 155 円 139 円 16 円 11.5％
50㎥を超え、70㎥まで 1㎥につき 175 円 158 円 17 円 10.8％

70㎥を超え、100㎥まで 1㎥につき 190 円 172 円 18 円 10.5％
100㎥を超え、500㎥まで 1㎥につき 215 円 205 円 10 円 4.9％

500㎥を超え、1,000㎥まで 1㎥につき 220 円 210 円 10 円 4.8％
1,000㎥を超え 5,000㎥まで 1㎥につき 225 円 215 円 10 円 4.7％

5,000㎥を超えるもの、1㎥につき 230 円 220 円 10 円 4.6％
公衆浴場 55 円 51 円 4 円 7.8％

下水道の必要性をご理解ください
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データ分析から見えてきた３つのキーワード。ポイントは「龍ケ崎のファンづくり
4 4 4 4 4 4

」

まず、自分たちでやってみよう。将来を見据えてはじめた取り組み

　我が国に到来した「人口減少社会」と東京への人口の
一極集中。本市でも人口減少の状況などの社会的な変化
を踏まえ、まちが持続できるよう、人口減少の抑制や地
域活性化・龍ケ崎のファンづくりなどが急務です。
　本市では、20 ～ 30 代の若手職員のプロジェクトチー
ムを設置。データ分析から立案した施策を市長に直接提
言し、取り組みを進めています。

　今回の政策情報誌はいかがでしたでしょうか。政策情報誌の品質向上のため、アンケートの
回答にご協力をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　【回答締切：令和元年 11 月末】

＼市若手職員が人口減少社会への対策を考える／

■問い合わせ：企画課地域戦略グループ☎内線 361

カギは にあり

定住促進プロジェクトチームとは…
　人口減少社会の中で魅力的なまちづくりを行
い、「住んでもらう」「住み続けてもらう」ため
にデータなどから本市を分析し、
どのようにしていくのが良いかを
提案・実行していくチームです。
昨年度の報告書は QR コードから。

POINT １
「龍ケ崎を知る」

　龍ケ崎の良さを知り、発信で
きるファンが増えること。まず
は市職員から始めています。

POINT ２
「人口の流出防止」

　全国で人口減少が進む中、
市外からの人口流入ではなく、
流出防止の取り組みも重要。

POINT ３
「シビックプライドの醸成」
　市民一人一人の愛着や誇りが
高まり、「龍ケ崎ファン」になる
ことが大切です。

馴柴小での出前授業
　小学校と連携し、地域学習の授業
に市職員を講師として派遣。授業を
通して、児童がまちに興味を持つきっ
かけづくりに取り組んでいます。

佐貫地区をフィールドワーク
　小学校で授業をするには、職員自身
がまちのことを知ることも重要。授業
を行う馴柴小周辺の文化財やまちの成
り立ちを自分たちの足で調査しました。

小島　徹
平成 15 年（2003 年）入
庁。下水道課、財政課を
経て、市民生活部税務課
係長。定住促進プロジェ
クト初代リーダー

とおるお じ ま

龍ケ崎の人口減少の状況は？
　人口減少は予想を上回るスピードで進行
中です。５年間の推移をみると、０～４歳
は横ばい傾向で流入が一定程度ある一方で、
近隣市では見られない 20 ～ 50 代の働き盛
りが流出している傾向が特徴です。
なぜ、データ分析を重視したの？
　施策立案には、客観的なデータが重要だ
と考えているからです。我が国では多くの
データが公開されています。丁寧に数字を
見ていくと、今まで気が付かなかった事実
が見えてきました。
データでポイントになっているところは？
　人口以外に、通勤時間や消費・まちへの愛

着などのデータも分析しました。本市は市内
で消費活動がされにくい、中学生の地域への
関心度が全国よりも低い点がポイントです。
考えた施策の方向性は？
　「まちへの愛着を高めること」を施策のポ
イントにしました。まちへの愛着が住み続け
たい意欲と相関関係があるという研究データ
もあります。人口が減る中で、まちを薦める・
関わる市民が増えることが大切です。
今後、どのような展開をするの？
　将来を見据え、特に子どもの頃からのファ
ンづくりが将来の人口流出防止につながる
と考え、スピード感をもって事業に取り組
みます。

Q
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モデル
事業

今年度の主な取り組み

プロジェクトチーム

担当課で検討

□ 継続的なデータ分析
□ 新たな施策提案

□ 未就学児の居場所作り
□ 住宅取得時の補助方法の

見直しなど


